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雑

報
北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
七
年
二
月
一
七
日
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
憲
法
と
行
政
訴
訟
」

報

告

者

村

上

裕

章

氏

北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出
席
者

九
名

日
本
国
憲
法
は
行
政
訴
訟
(
行
政
主
体
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟
)
の
提

起
を
一
般
的
に
保
障
し
、
従
来
の
列
記
主
義
を
大
き
く
改
め
た
が
、
現
実

は
国
民
の
権
利
救
済
が
十
全
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
に
は
程
遠
い
。

そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
憲
法
と
行
政
訴
訟
と
の
関
係
が
十
分
理
解
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
報
告
は
か
か
る
問
題
意

識
か
ら
、
行
政
訴
訟
の
憲
法
上
の
根
拠
、
司
法
権
と
行
政
訴
訟
の
関
係
、

行
政
訴
訟
に
関
す
る
憲
法
上
の
保
障
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の

で
あ
る
。

第
一
に
、
行
政
訴
訟
の
憲
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
裁
判
を
受
け
る

権
利
(
憲
法
三
二
条
)
に
こ
れ
を
求
め
る
見
解
が
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
と

行
政
訴
訟
の
相
違
を
十
分
説
明
し
え
な
い
点
で
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
法
治
国
家
原
理
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る

が
、
歴
史
的
に
法
治
国
家
に
お
い
て
必
ず
し
も
列
記
主
義
が
排
斥
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
行
政
訴
訟
の
特
色
に
鑑
み
て

法
治
国
家
原
理
に
依
拠
し
つ
つ
、
独
立
の
裁
判
所
に
よ
る
救
済
の
重
要
性

を
示
す
も
の
と
し
て
、
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
強
す
る
、
と
い

う
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
憲
法
に
い
う
司
法
権
は
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
つ
い
て
判
断

を
行
う
作
用
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
は
「
法
的
解
決
が
可
能
な
具
体
的

事
件
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
は
憲
法
上
出
訴

が
保
障
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
具
体
的
事
件
性
」
は
取
消
訴
訟
の
原
告
適

(
狭
義
の
)
訴
え
の
利
益
の
要
件
、
並
び
に
処
分
性
要
件
の
中
の

格
及
び
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報

公
権
力
性
を
除
く
部
分
に
対
応
す
る
。
寸
法
的
解
決
可
能
性
」
に
抵
触
す

る
の
は
政
策
や
学
説
の
当
否
等
が
争
わ
れ
た
場
合
だ
が
、
こ
れ
ら
が
法
律

問
題
の
前
提
と
し
て
争
わ
れ
た
場
合
は
、
裁
量
問
題
と
同
様
、
法
的
解
決

が
不
可
能
と
は
い
え
な
い
。
裁
量
問
題
、
統
治
行
為
、
「
部
分
社
会
」
の

内
部
行
為
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
で
あ
っ
て
も
裁
判
所
の
判

断
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
る
が
、
各
々
に
つ
き
司
法
審
査
排
除
の
根
拠
を
慎

重
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
憲
法
は
行
政
訴
訟
に
関
し
て
、
単
な
る
現
行
訴
訟
法
規
の
定

め
る
訴
訟
の
提
起
で
は
な
く
、
「
包
括
的
で
実
効
的
な
権
利
保
護
」
を
要

請
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
ず
「
包
括
的
権
利
保
護
」
に
つ
い
て

は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
は
あ
る
意
味
で
聞
か
れ
た
構
造
を
も
っ
て
お
り
、

義
務
づ
け
訴
訟
な
ど
は
法
定
外
抗
告
訴
訟
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
「
法
律
上
の
争
訟
」
が
あ
れ
ば
憲
法
上
出
訴
が

保
障
さ
れ
る
か
ら
、
法
律
に
よ
っ
て
原
告
適
格
を
恋
意
的
に
決
定
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
他
方
、
憲
法
は
権
利
保
護
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ

と
を
も
保
障
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
で
事
後
的
救
済
が
不
十

分
な
場
合
の
予
防
訴
訟
、
行
政
作
用
が
段
階
的
に
行
わ
れ
る
場
合
の
早
期

の
出
訴
、
訴
え
の
事
後
消
滅
へ
の
対
処
、
仮
の
権
利
保
護
の
充
実
な
ど
が

要
請
さ
れ
る
。
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